
 

１ 

● 国立研究開発法人情報通信研究機構における研究費の運営・管理に関する規程 
（平成１９年１１月１４日 ０７規程第２７号） 

改正 平成２１年１０月２７日 ０９規程第 ２２号 

改正 平成２３年 ３月２９日 １０規程第１０３号 

改正 平成２３年 ４月 ５日 １１規程第 １９号 

改正 平成２４年 ２月２１日 １１規程第 ５８号 

改正 平成２５年 ２月１９日 １２規程第 ６７号 

改正 平成２７年 ３月３１日 １４規程第 ５９号 

改正 平成２８年 ３月２９日 １５規程第１５３号 

改正 平成３１年 １月２２日 １８規程第 ４７号 

改正 令和 ３年 ３月３０日 ２０規程第１０１号 

改正 令和 ６年 ６月２５日 ２４規程第 ３２号 

改正 令和 ８年 ３月２６日 ２５規程第 ８９号 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」という。）にお

ける研究費の運営・管理に関して必要な事項を定めることにより、研究費の適正な取扱

いを図ることを目的とする。 

（最高管理責任者） 

第２条 研究費の運営・管理について機構全体を統括し、最終責任を負う者として、機構

に最高管理責任者を置く。最高管理責任者は、理事長をもって充てる。 

２ 最高管理責任者は、次条の統括管理責任者及び第４条の管理責任者が責任を持って研

究費の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮するものとする。 

３ 最高管理責任者は、研究費の不正な使用（以下「不正使用」という。）を誘発する原

因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境・体制の構築を図るものとする。 

４ 最高管理責任者は、不正防止計画（不正使用を防止するための計画をいう。以下同

じ。）を策定するとともに、これを着実に実施するために必要な措置を講ずるものとす

る。 

（統括管理責任者) 

第３条 最高管理責任者を補佐し、研究費の運営・管理について統括する者として、機構

に統括管理責任者を置く。 

２ 統括管理責任者は、総務系理事をもって充てる。 

３ 統括管理責任者は、他の規程に定めるもののほか、この規程の実施のために必要な限

度において、研究費受入に係る研究者及びその他の関係者に対し、諸資料の提出又は事

実の説明を求めるとともに、調査及びその他必要な指示を行うことができる。 

（管理責任者) 

第４条 国立研究開発法人情報通信研究機構組織規程（０４規程第３号）第８条に規定す

る研究所、ユニット、推進本部、部門、部、イノベーションデザインイニシアティブ、

ＮＩＣＴナレッジハブ、室及びＧＰＡＩ専門家コミュニティ東京センター事務局並びに



 

２ 

第２章第３節に規定する研究センター（ナショナルサイバートレーニングセンター、ナ

ショナルサイバーオブザベーションセンター及び協創センターを含む。）、サイバーセ

キュリティネクサス、研究開発推進センター、オフィス、ＤＸ企画推進センター及び研

究安全管理センター（以下「研究所等及び研究センター等」という。）における研究費

の運営・管理について責任と権限を有する者として、管理責任者を置く。 

２ 管理責任者は、各研究所等及び研究センター等の長をもって充てる。 

３ 管理責任者は、所管する組織において、研究費を使用する研究の進捗管理及び予算執

行管理を行うとともに、不正使用を防止するよう努めるものとする。 

（不正防止計画推進部署） 

第５条 最高管理責任者の指示に基づき機構全体の観点から不正防止計画を推進する部署

（以下「不正防止計画推進部署」という。）は、業務企画部研究安全管理センターとし、

不正使用を発生させる要因を把握し、それぞれの要因に対する具体的な対応策を講ずる

第２条第４項に規定する不正防止計画の案を作成する。 

２ 前項のほか、不正防止計画推進部署は、不正防止計画の推進のために必要と認めると

きは、研究所等及び研究センター等の長に対して必要な協力を求めることができる。 

（相談窓口） 

第６条 機構における研究費の使用に関する制度、ルール及び事務処理手続き等（第３項

において「事務処理手続き等」という。）について、機構内外から相談を受け付ける窓

口として、相談窓口を置く。 

２ 相談窓口の事務は、イノベーション推進部門受託研究推進室において行う。 

３ 相談窓口の設置及びその利用に関する事項、並びに事務処理手続き等は、ホームペー

ジ等により機構内外に開示するものとする。 

（不正使用に関する申立て） 

第７条 不正使用に関する申立てについては、国立研究開発法人情報通信研究機構におけ

る研究活動に係る不正行為への対応に関する規程（０６規程第１３号）に定めるところ

による。 

（外部機関から受け入れている研究費に係る対応の特例） 

第８条 競争的資金等として外部の機関から受け入れている研究費の運営・管理に当たっ

ては、当該外部の機関が当該研究費の運営・管理に関する定めを置いているときは、こ

の規程の規定にかかわらず、その定めるところによることができるものとする。 

附 則 

この規程は、平成１９年１１月１４日から施行する。 

附 則（平成２１年１０月２７日） 

この規程は、平成２１年１０月２７日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２９日） 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年４月５日） 

（施行期日等） 
１ この規程は、平成２３年４月５日から施行し、同年４月１日から適用する。 
（脳情報通信融合研究センターにおける適用） 



 

３ 

２ 独立行政法人情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター設置規程（１１規程第１

号）に基づき置かれる脳情報通信融合研究センターにおいては、第４条中「研究所」と

あるのを「脳情報通信融合研究センター」と読み替えて、本規程を適用する。 

附 則（平成２４年２月２１日） 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月１９日） 

附則（平成２３年４月５日）第２項は、平成２５年４月１日限りその効力を失う。 

附 則（平成２７年３月３１日） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２９日） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年１月２２日） 

この規程は、総務大臣による国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第９条に基づく

実施計画認可の日（平成３１年１月２５日）から施行する。 

附 則（令和３年３月３０日） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年６月２５日） 

この規程は、令和６年７月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月２６日） 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


